
1 出力共通項目

an 398 M M

メールサブジェクトには以下の項目を出力
（１）海上の場合
・輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申
請番号　１１桁
（２）航空の場合
・ＡＷＢ番号　３５桁
・輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申
請番号　１１桁

2 通関蔵置場
an 5 M

①貨物情報ＤＢ
②輸出申告ＤＢ M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

保税地域コード 海上の場合で郵便物以外の場合は、貨物情報ＤＢから出力

3 輸出取止め再輸入申
告・特例輸出貨物の
輸出許可取消申請番
号

an 11 M

輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

4 輸出管理番号／ＡＷ
Ｂ番号

an 35 M

輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

5 品名

an 40 M

輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

6 輸出取止め再輸入許
可・特例輸出貨物の
輸出許可取消年月日

n 8 M

輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

7 積込港コード

an 5 M

輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

国連ＬＯＣＯＤＥ

8 積載予定船舶コード

an 9 C

輸出申告ＤＢ

X

コールサイン

9 積載予定船（機）名

an 35 C

輸出申告ＤＢ

X

10 貨物個数

n 8 M

①貨物情報ＤＢ
②輸出申告ＤＢ

M

輸出申告ＤＢ／輸
出マニフェスト通
関申告ＤＢ

海上の場合で郵便物以外の場合は、本情報出力先蔵置場に
蔵置されている貨物の貨物個数を出力

11 個数単位コード

an 3 M

①貨物情報ＤＢ
②輸出申告ＤＢ

X

包装種類コード
（ＵＮ／ＥＣＥ勧
告第２１号・英
字）

海上の場合で郵便物以外の場合は、本情報出力先蔵置場に
蔵置されている貨物の個数単位コードを出力

12 貨物重量

n 10 M

①貨物情報ＤＢ
②輸出申告ＤＢ

C

輸出マニフェスト
通関申告ＤＢ

海上の場合で郵便物以外の場合は、本情報出力先蔵置場に
蔵置されている貨物の貨物重量を出力

13 重量単位コード

an 3 M

①貨物情報ＤＢ
②輸出申告ＤＢ

X

数量単位コード
（ＵＮ／ＥＣＥ勧
告第２０号・英
字）

海上の場合で郵便物以外の場合は、本情報出力先蔵置場に
蔵置されている貨物の重量単位コードを出力

14 コンテナ本数

n 3 C

貨物情報ＤＢ

X

15 コンテナ番号

an 12 ## C

貨物情報ＤＢ

X

桁
繰
1

輸出取止め貨物情報・特例輸出貨物の輸出許可取消貨物情報（ＳＡＥ５４６／ＡＡＥ５４６）

繰2

条件（海上）

コード 出力条件／形式
参照するＤＢ
（数字は優先順

位）

参照するＤＢ
（数字は優先順

位）

条件（航空）

出力情報名(出力情報コード)

項番 欄 項目名
属
性

SAE456等-1 ＜2021.01修正＞


